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災 害 見 舞 金 支 給 要 綱 

 

１ 目的 

 この災害見舞金支給要綱は、福利厚生契約者及び契約対象職員を代表して罹災者  

に対し災害見舞金を支給することにより、会員同士の連帯感の醸成と１日も早い立

ち直りを期待することを目的とします。 

 

２ 災害見舞金の支給対象 

  災害見舞金の支給対象は、福利厚生契約に関する約款に基づき当センターと福利

厚生契約を締結する契約者（以下「法人等」という。）又は契約対象職員（以下「会

員」という。）とします。 

 (1) 支給対象法人等 

             災害見舞金の支給対象法人等は、災害救助法（昭和２２年法律第１１８号）第  

        ２条に掲げる災害が発生した区域内に所在する法人等で、当該災害によりその運 

営する施設（事業所）に半壊(半焼)、又は床上浸水以上の被害を受けた法人等と 

します。 

  (2) 支給対象会員 

   災害見舞金の支給対象会員は、災害救助法第２条に掲げる災害が発生した区域 

内に居住する会員で、その居住する住居に半壊(半焼)、又は床上浸水以上の被害 

を受けた会員とします。 

 

３ 災害見舞金の金額 

  災害見舞金の金額は、次に定める区分により支給します。 

 (1) 法人等に対する災害見舞金              １法人 ２０万円 

 (2) 会員に対する災害見舞金                

   第１種契約対象職員                １人   ２万円 

    第２種契約対象職員                １人   １万円 

      

４ 災害見舞金の申請 

災害見舞金は、別紙に定める災害見舞金罹災報告書の提出を持って申請とします。 

  なお、必要に応じて追加の書類等を求めることがあります。 

 

５ 適用日 

  この支給要綱は、平成１０年４月１日以後に発生した災害から適用します。 



６ その他 

  この要綱に定めるところによりがたい事項が生じたときは、別に理事長が定め   

るものとします。 

 

 

附 則 （平成２５年８月６日一部改正） 

 この要綱は、平成２５年４月１日から適用します。 

 

附 則 （２０１９年３月２８日 福厚発第２４５号） 

 この規定は、２０１９年４月１日から適用します。 

 

附 則 （２０１９年１２月９日 福厚発第１９５号） 

 この規定は、２０２０年４月１日以後に災害救助法が適用された災害から適用

します。 

  



                                 ２０２４年１２月 

 

 

災害見舞金支給要綱「６ その他」についての補足説明 

 

 

災害見舞金については、災害見舞金支給要綱（平成 10 年 12 月 24 日福厚発第 187

号：事務マニュアル 109ページ参照）に基づき、「福利厚生契約者及び契約対象職員

を代表して罹災者に対して災害見舞金を支給することにより、会員同士の連帯感の醸

成と 1日も早い立ち直りを期待すること」を目的として実施しています。 

要綱では、支給対象および金額について定めるとともに、「６ その他」 として

以下を規定しております。 

 

６ その他 

この要綱に定めるところによりがたい事項が生じたときは、別に理事長が定め

るものとします。 

 

 センターといたしましては、大規模災害への備えとして危険準備積立金の造成など

に努めておりますが、それでもなお支払能力を超える規模の被害が生じたときには、

この条項に基づき、災害見舞金の趣旨（会員同士の連帯感の醸成等）を踏まえつつ、

減額や支給要件の見直し等を行う場合があります。 

 

 

 


